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第 1 章  総    則 

   

（名称） 

第 1 条 本区は大野城市下大利団地区（以下「区」という。）と称する。 

 
（構成） 

第 2 条 区は区内の居住者世帯（以下「区住民」という。）及び事業所をも

って構成する。ただし、事業所は協力者とし、議決権を有しない。 

 
（事務所） 

第 3 条 区の事務所は大野城市下大利団地 4 番 2 号大野城市下大利団地公民

館（以下「公民館」という。）内に置く。 

 

 
第 2 章  目的及び活動 

 
（目的） 

第 4 条 区は区住民相互の親睦と地域の治安及び生活環境の改善を図ると 

ともに、行政機関その他関係諸団体との連絡・協調を推進し、もって 

区住民の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 
（活動） 

第 5 条 区は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。 
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一 区住民相互の親睦に関すること。 

二 公民館の管理・運営及び活動等に関すること。 

三 地域福祉、青少年健全育成に関すること。 

四 地域の安全安心・防災・防犯・防火、生活環境の整備に関する

こと。 

五 行政、警察、都市再生機構、区内の住宅管理組合等との連絡・

協議に関すること。 

六 区内外の各種団体との連絡・調整に関すること。 

七 その他、区の目的達成に必要な活動。 

 

 
第 3 章  役員等及び事務員 

 
（役員等及び事務員） 

第６条 区に次の各号に掲げる役員、会計監査、ブロック長、棟委員（以下

「役員等」という。）及び事務員を置く。 

 
 一 役  員 

       ア 区   長      １名 

       イ 副 区 長      １名 

       ウ 会   計      １名 

       エ 書   記      １名 

        オ 部 長（文化部・体育部・女性部・青少年育成部） ４名 

       カ 体育委員       ２名 

       二 会計監査        ２名 

       三 ブロック長       ７名 

 四 棟 委 員      ４６名 

 五 事 務 員       １名 

 
（役員等の選出） 

第７条 区長及び会計監査（以下「区長等」という。）は選考委員会で推薦

し、総会で選出する。 

 
    ２ 副区長、会計、書記、部長及び体育委員は前項により選出された区  

長が推薦し、総会で選出する。 
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３ ブロック長はブロックの棟委員の中から選出する。ブロックの区分

は別に定める。 

 
４ 棟委員は各棟から 1 名互選により選出する。ただし、40 世帯を越

える棟は 2 名とする。 

   
５ 役員及び会計監査はブロック長及び棟委員を兼ねることができな 

い。 

 
（役員等の任務） 

第 8 条 役員等は次の各号に掲げる任務に当たる。 

 
    一 区  長    区を代表し、併せて公民館長に就き、区務及

び公民館業務を統括する。 

    二 副 区 長   区長・公民館長を補佐し、区長に事故あると

きはその職務を代行する。併せて副公民館長に

就き、公民館活動を行う。 

      三 会  計    区及び公民館の会計事務を行う。 

    四 書  記    区務を記録し、区の内外への連絡・広報等を

行う。 

    五 部  長    区運営に必要な業務を行う。 

    六 体育委員    体育部の業務等を行う。 

    七 会計監査    区の会計監査を行う。 

    八 ブロック長   ブロックを代表し、必要なブロック業務の連

絡・調整等を行う。 

    九 棟 委 員   棟を代表し、必要な区務を行い併せて、総 

             会の代議員をかねる。 

     
（役員等の任期） 

第 9 条 役員及び会計監査の任期は 2 年とし、再任を妨げない。任期は 4

月 1 日から起算する。 

 
  ２ 役員は一斉に任期満了とするが、会計監査は毎年１名ずつ任期満 

了とする。 
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  ３ ブロック長及び棟委員の任期は 1 年とし、棟委員は再任を妨げない。

任期は 4 月 1 日から起算する。 

  
４ 役員等はその任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を

行う。 

 
（事務員） 

第 10 条 事務員に関する事項は区長が役員会に諮り、決定する。 

 
（欠員の処置） 

第 11 条 区長及び会計監査が欠けたときは、後任者を選考委員会で推薦し 

棟委員会で選出する。 

 
    ２ 役員（区長を除く。）が欠けたときは、後任者を区長が推薦し、棟

委員会で選出する。 

 
  ３ 前 2 項により選出された役員等の任期は前任者の残任期間とする。 

 

 
第 4 章  会  議 

 
（会議の種類） 

第 12 条 区に次の各号に掲げる会議を置く。 

 

     一 総  会 

     二 棟委員会 

     三 役 員 会 

     四 選考委員会 

五 専門委員会等 

    
２ 区長は必要があると認めるときは、棟委員会に諮り、専門委員会 

等を置くことができる。 
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（総会の構成、招集、成立要件等） 

第 13 条 総会は区の最高議決機関であり、定例及び臨時総会とし、役員及

び棟委員新旧各 1 名の代議員をもって構成する。 

 
２ 定例総会は毎年 4 月に区長が招集する。臨時総会は役員会、又は

棟委員会において総会開催の議決があったとき、区長が招集する。 

    
   ３ 総会は構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席で 

きない者は委任状の提出により出席とみなす。 

 
   ４ 議長は区住民の中から総会で選出する。 

 
   ５ 総会における議決は出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場

合は議長がこれを決する。 

 
（総会の議決事項及び議事録） 

第 14 条 総会は次の各号に掲げる事項を議決する。 

 

      一 活動報告の承認 

      二  決算の承認 

      三 役員及び会計監査の選出 

      四 活動計画の承認 

      五 区費改定の承認 

      六 予算の承認 

      七 規約及び公民館規則等の改正 

      八 その他、区務の重要事項 

 

   ２ 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。 

議事録には、議長及び区長・書記がこれに署名押印しなければなら

ない。 

 
（棟委員会） 

第 15 条 棟委員会は総会に次ぐ議決機関であり、又、総会で承認された活 

動計画及び予算等を役員会とともに執行する。 
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   ２ 棟委員会は年６回定例会を開催するほか、棟委員の３分の１以上 

     の請求があったとき、又は役員会が必要と認めたとき、区長が招集

する。 

 
   ３ 議長は原則として区長、又は区長が指名する者が務める。 

 
   ４ 棟委員会に第 13 条第 3 項、同条第 5 項の規定を準用する。 

 
（役員会） 

第 16条    役員会は第 6条第 1号の役員をもって構成し、区業務を執行する。 

ただし、ブロック長・シニアクラブ（もちのき会）会長・子ども会

育成会会長及び福祉推進委員会代表は役員会に出席することがで

きる。 

     
   ２   役員会は毎月 1 回定例会を開催するほか、必要に応じ、区長が招

集する。 

 
   ３ 役員会に第 13 条第 3 項、同条第 5 項の規定を準用する。 

 
（選考委員会） 

第 17 条 区長は選考委員として次の各号に掲げる者に委嘱する。 

 
     一 ブロック長 

     二 区の次の職務にある者 

      ア シニアクラブ（もちのき会）会長 

      イ 子ども会育成会会長 

      ウ 民生委員・児童委員 

      エ 福祉委員 

      オ 少年相談員代表 

      カ 食生活改善推進会代表 

      キ 下大利小学校下大利団地区ＰＴＡ代表 

 ク 大利中学校下大利団地区ＰＴＡ代表 

     三 過去４年以内に区役員を務めた者（現役員を除く。） 

     四 区の実情に通じている者又は学識経験者で役員会が推薦す

る者 5 名以内 
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２ 選考委員会の委員長は選考委員の互選による。 

 
   ３ 区長等選考に際しては、事前に全世帯に区長等候補の申し出書を

配布し、申し出の機会を設ける。その際、推薦人として氏名を併記

し、他薦の申し出をすることができる。 

 
   ４ 選考委員会は前項の申し出を選考の判断資料とすることができ 

る。 

 
   ５ 選考委員会は区長等選考の結果を総会に報告するものとする。 

 

 
第 5 章  会   計 

 
（会計年度） 

第 18 条 区の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

 
   ２ 年度開始から総会において予算が議決されるまでの間は、前年度

の予算を基準として区長の判断で執行することができる。 

 
（収入） 

第 19 条 区は次の各号に掲げる収入により運営する。 

 
     一 区 費 

     二 補助金 

     三 寄付金 

     四 その他 

 
（区費） 

第 20 条 区費は総会で承認された金額とし、棟委員を通じて、毎月 28 日

までに会計に納入する。ただし、まとめて前納することもできる。 

 
２ 区内に事業所を有するものから協力金を受けることができる。協

力金の額は役員会で定める。 
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   ３ 月の途中の転入者は転入の翌月から、転出者は転出の月まで区費

を納入する。 

 
（支出） 

第 21 条 支出は総会で議決された予算に基づき区の目的に沿って行う。 

 
   ２ 特別の事情があるときは、棟委員会の承認を得て予備費を支出す

ることができる。ただし、次の総会で承認を受けなければならない。 

 
（会計帳簿） 

第 22 条 区の収入及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を備え

付け、10 年間保存しなければならない。 

 
    ２ 区住民が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならな

い。 

 

 
第 6 章  会 計 監 査 

 
（監査と報告） 

第 23 条 会計監査は会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。 

 
   ２ 会計監査は棟委員会の請求があれば、いつでも監査を行い、その

結果を棟委員会に報告しなければならない。 

 

 
（決算の承認） 

第 24 条 役員会は年度終了後、会計監査をうけた決算書を総会前に全世帯

に配布し、総会で承認を受けなければならない。 

第 7 章  雑   則 

 
（規約の改正） 

第 25 条 規約の改正は区長が役員会に諮り、区の総会で議決する。 

 付則  １ この規約は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 
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２ 下大利団地区自治会規約（昭和 55 年 4 月 1 日施行）は廃止する。 

 
 付則  この規約は、平成 15 年 4 月 20 日から施行する。 

 
 付則  この規約は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 付則  この規約は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 付則  この規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 付則  この規約は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 付則  この規約は、令和 5 年 4 月 16 日から施行する。 

 
付則  この規約は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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大野城市下大利団地公民館規則 

 

                               制定 平成 11 年 4 月 18 日  

改正 平成 18 年 4 月 16 日 

平成 20 年 4 月 13 日 

平成 26 年 4 月 13 日 

平成 29 年 4 月 16 日 

令和         6 年 4 月 14 日 

 
第 1 章   総   則 

 
（趣旨） 

第 1 条 この規則は大野城市下大利団地公民館の管理・運営並びに活動、

使用及び使用料に関し、必要な事項を定める。 

 
（名称等） 

第 2 条 本館は大野城市下大利団地公民館（以下「公民館」という。）と

称し、大野城市下大利団地 4 番 2 号に置く。 

 
（目的） 

第 3 条 公民館は地域住民のために役立つ教育・体育・文化に関する活動

を行い、住民の教養の向上、健康の増進等を図り、もって生活文

化の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 
（活動） 

第 4 条 公民館は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行

う。 

 
    一 各種の講座及びグループ活動。 

    二 講習会等の催し。 

    三 図書等を備え、その利用を図ること。 

    四 体育・レクリエーション等に関すること。 

    五 施設を住民の集会その他の利用に供すること。 

    六 その他、公民館の目的達成に必要な活動。 
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第２章   運    営 

 
（運営費） 

第 5 条 公民館の運営費は区費、市補助金及び寄付金等をもって充て、会

計処理は区と一括して行う。 

 
（役員及び管理人） 

第 6 条 公民館に次の役員及び管理人を置く。 

 

    一 役員 

     ア 公民館長    １名 

     イ 副公民館長   １名 

     ウ 会  計    １名 

    二 管理人     若干名 

 
（役員の選出） 

第 7 条 公民館長・副公民館長・会計は下大利団地区総会において選出さ

れた区長・副区長・会計を充てる。 

 
（役員の任務） 

第 8 条 役員は次の各号に掲げる任務に当たる。 

 
    一 公民館長  公民館を代表し、公民館業務を統括する。 

    二 副公民館長 公民館活動を行う。 

    三 会  計  公民館の会計事務を行う。 

 
（役員の任期） 

第 9 条 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。任期は 4 月 1 日から

起算する。 

 
（管理人） 

第 10 条 管理人に関する事項は公民館長が役員に諮り、決定する。 
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第 3 章   使    用 

 
（開館時間及び休館日） 

第 11 条 公民館の開館時間は、9 時から 21 時までとする。ただし日曜日

は、9 時から 17 時までとする。 
 

２ 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。 

 
         一 月曜日 

二 国民の祝日 

     三 夏季             8 月 10 日～8 月 16 日 

     四 年末年始     12 月 28 日～翌年 1 月 5 日 

 
   ３ 前 2 項の規定にかかわらず、公民館長は、必要と認めるときは、

開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けるこ

とができる。 

 
（執務時間） 

第 12 条 公民館の執務時間は次のとおりとする。 

       火曜日～金曜日 9 時～12 時  13 時～17 時 

 

                                ２ 公民館長は、必要と認めたときは、執務曜日及び時間を追加す

ることができる。 

 
（使用手続き） 

第 13 条 公民館を使用するときは、別表第１の使用申込書を提出しなけ

ればならない。使用申込の受付は 1 か月前から行う。 

 
２ 公民館長は、使用を許可したときは、使用申込書の写しに使用

許可証を押印し、使用申込者に交付する。 

 
（使用の優先順位） 

第 14 条 公民館使用の優先順位は次の各号に掲げるとおりとする。 

 
      一 市及び区の行事 
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     二 上記以外の各種団体の行事 

     三 各種の講座及びグループ活動 

     四 その他 

（使用料の徴収箇所等） 

第 15 条 使用料の徴収箇所及び備品は次の各号に掲げるものとする。 

  
     一 大ホール 

     二 実習室 

     三 学習室 (1) 

     四 学習室 (2) 

     五 ２階和室 

     六 会議室 

     七 別表第２③に定める備品 

 
（使用料及び納付方法） 

第 16 条 公民館の使用料は別表第２に定めるところによる。 

 
   ２ 使用料は、使用５日前までに前納しなければならない。 

 
   ３ 納付された使用料は返還しない。 

 
（使用料の返還） 

第 17 条 前条の規定にかかわらず次の各号に掲げるときは、使用料を返

還する。 

 
     一 使用者が使用３日前までに使用の取り止めを申し出たと

き。 

     二 公民館長が特に返還の必要を認めたとき。 

 
（使用料の減免） 

第 18 条 次の各号に該当するものは部屋使用料及び備品貸出使用料を免

除する。 

 
     一 役員の公務使用 

     二 区・棟の行事 
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三 市・中央地区コミュニティ行事その他これに準ずる行事 

     四 子ども会及び子ども会育成会 

五 食生活改善推進会 

六 貸出文庫 

     七 福祉推進委員会 

     八 下大利小学校下大利団地区ＰＴＡ 

     九 大利中学校下大利団地区ＰＴＡ 

     十 その他、公民館長が認めたもの 

 
    ２ 次の各号に該当するものは部屋使用料及び備品貸出使用料を

半額とする。 

 
      一 区の各種グループのサークル活動等 

      二 下大利団地内の住宅管理組合の集会 

      三 その他、公民館長が認めたもの 

 
（使用の制限） 

第 19 条 公民館長は次の各号に該当するときは、公民館の使用を許可 

しない。 

 
      一 公民館の管理・運営に支障があると認められるとき。 

       二 公の秩序を乱し、良俗を害するおそれがあると認められる

とき。 

      三 暴力団員による不当な行為や暴力団の利益になると認め

られたとき。 

四 建物・付属設備等が破損、または滅失するおそれがあると

認められるとき。 

     
（目的外使用の禁止） 

第 20 条 公民館使用の許可をうけた者は許可をうけた目的以外に使用し 

たり、転貸してはならない。 

 
（損害賠償） 

第 21 条 使用者はその責めに帰すべき事由により建物・付属設備等を 

 
－５－ 



破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、若 

しくは損害を賠償しなければならない。 

 
第４章   雑    則 

 
（規則の改正） 

第 22 条 規則の改正は公民館長が役員に諮り、下大利団地区の総会で

議決する。 

 
付則  １ この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。ただし、

下大利団地公民館使用申込書及び公民館使用料の適用につ

いては平成 10 年度定時総会で議決された日の翌日から施行

する。 

２ 下大利団地学習等共同利用施設運営及び使用規定（昭和

55 年 4 月 1 日施行）は廃止する。 

 
 付則  この規則は、平成 18 年 4 月 17 日から施行する。 

 
 付則  この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 付則  この規則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 付則  この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 
付則  この規則は、令和元年 4 月 15 日から施行する。 

 
付則  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
―６― 



別表第２ 

大野城市下大利団地公民館使用料 
①  部屋使用料（1 時間当たり） 

 時 間 帯 

部 屋 区 分 
9 時～21 時 

大 ホール ６００円 

実 習 室 ５００円 

        学 習 室（1・2） 

2 階 和 室 
４００円 

会 議 室 ３００円 

  端数時間は切り上げる。 
 

② 冷暖房使用料（1 時間当たり） 

部屋区分 使用料 

大 ホ ー ル ４００円 

実 習 室 

        学 習 室（１・２） 

2 階 和 室 

会 議 室 

２００円 

  端数時間は切り上げる。 
 

③備品貸出使用料(館外持ち出しの場合・1 日当たり) 

品   名 単  位  使 用 料 

長   机 １  脚 １００円 

椅   子 １  脚 ５０円 

テ ン ト １  張 １,０００円 

炊 飯 器 １  台 ３００円 

 長ゴザ（屋内用） １  枚 ３００円 

―７― 


